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D-458 C-ペプチド（CPR）（尿）（外来受診時の回数） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、C-ペプチド（CPR）（尿）の算定は外来において月 1 回ま

で認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 内因性インスリン分泌能は、尿中 C-ペプチド（CPR）の測定により評

価することができるが、通常、分泌能の変化は急激に変化しないため、月

に複数回測定する必要性は乏しい。したがって、内因性インスリン分泌能

の算定は月 1 回まで認められると整理した。 

 

○ 留意事項 

 「月 1 回」というのは、連月の算定を示しているものではない。 

 


